
 
 
 
 
 

【別紙１】 
 
高等学校及び中等教育学校における「通級による指導」実施状況調査 

実施要領 
 
１．期間 
  令和元年度（１年間） 
 
２．対象 

全ての高等学校及び中等教育学校（国公私立の別を問わない。） 
※全日制、定時制又は通信制の課程の別に関わらず、全ての高等学校及び中等教

育学校（以下「高等学校等」という。）を調査の対象とする。ただし、専攻科
及び別科については調査の対象外とする。 

 
３．方法 
（１）以下の流れに従い、別紙１の「実施要領」と別紙２の「回答要領」をそれぞ

れに送付すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（２）以下の流れに従い、高等学校等における回答期限である令和２年１０月３０

日（金）以降に、文部科学省から高等学校等が回答した内容を都道府県の別及
び国公私立の別に取りまとめた電子データをメールで送付するので、内容を確
認すること。なお、確認する内容については次のとおりとする。 
①未回答や回答漏れなどの高等学校等がないかどうか 
 ⇒ 未回答や回答漏れなどが有る場合は、調査票（別添）を活用するなどし

て、当該高等学校等における状況を把握し、電子データにその内容を反
映すること。 

  ②高等学校等が回答した内容に誤りがないかどうか 
   ⇒ 誤りが有る場合は、当該高等学校等の担当者に確認するなどして、電子

データを修正すること。 
 
 
 

次頁あり 

※本実施要領は、都道府県・指定都市教育委員会、都道府県、附属学校を置く国公
立大学法人、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体及
び市区町村（指定都市を除く。）教育委員会向けに作成したものです。 

 

※（１）の流れ          →：実施要領【別紙１】及び回答要領【別紙２】を送付 

                 ⇒：回答要領【別紙２】のみ送付 

 

市区町村教育委員会     ⇒ 市区町村立の高等学校等 

                       ↑ 

  文部科学省 → 都道府県教育委員会     ⇒ 都道府県立の高等学校等 

            ↓ 

 都道府県 → 学校法人   ⇒ 私立の高等学校等 

 

  文部科学省 → 指定都市教育委員会     ⇒ 指定都市立の高等学校等 

 

  文部科学省 → 国公立大学法人       ⇒ 国公立の高等学校等 

 

文部科学省 → 市区町村 → 学校設置会社 ⇒ 学校設置会社立の高等学校等   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）以下の流れに従い、内容の確認（必要に応じて修正）が済んだ電子データを

文部科学省へメール（アドレス：tokubetu@mext.go.jp）で送付すること。 
   なお、文部科学省への送付期限については上記（２）の際に別途連絡する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）文部科学省は、教育委員会、学校法人、国公立大学法人及び学校設置会社に

おいて内容の確認（必要に応じて修正）が済んだ電子データを基に、公表資料
を作成する。なお、公表資料については、当省のホームページに掲載するとと
もに、報道発表する予定である。 

 
４．高等学校等が回答するに当たって 
（１）分校を置く高等学校等においては本校と分校それぞれの状況について、また、

２つ以上の課程を置く高等学校等においてはそれぞれの課程の状況について、
それぞれの担当者がＷＥＢフォームから回答すること。ただし、複数の校舎が
有る場合、校舎ごとに分けて回答はせず、本校又は分校の別及び課程の別に集計
した上で回答すること。 

（２）本調査は令和元年度（１年間）の状況を把握するものであることから、２学
期のみ「通級による指導」を行った生徒や「通級による指導」を行っていた生
徒が年度途中に転校等した場合も「実際に『通級による指導』を行った生徒」
として計上すること。 

（３）「自校通級」に限らず「他校通級」や「巡回指導」を行った生徒についても
「実際に『通級による指導』を行った生徒」として計上すること。 

 
次頁あり 

※（２）の流れ                        →：電子データの送付 

                               ⇒：内容の確認 

 

市区町村教育委員会         ⇒ 市区町村立の高等学校等 

                       ↑ 

  文部科学省 → 都道府県教育委員会      ⇒ 都道府県立の高等学校等 

            ↓ 

都道府県 → 学校法人     ⇒  私立の高等学校等 

 

  文部科学省 → 指定都市教育委員会         ⇒ 指定都市立の高等学校等 

 

  文部科学省 → 国公立大学法人            ⇒  国公立の高等学校等 

 

 文部科学省 → 市区町村 → 学校設置会社  ⇒  学校設置会社立の高等学校等  
 

※（３）の流れ               →：電子データの送付 

 

  学校法人   →   都道府県 

                 ↓ 

都道府県教育委員会 → 文部科学省 

               ↑ 

             市区町村教育委員会 

 

  指定都市教育委員会             → 文部科学省 

 

  国公立大学法人             → 文部科学省 

 

学校設置会社  →  市区町村       → 文部科学省  



５．「通級による指導」とは 
（１）「通級による指導」とは、通常の学級に在籍している障害のある児童生徒に

対して、各教科等の大部分の授業を通常の学級で行いながら、一部の授業につ
いて当該児童生徒の障害に応じた特別の指導を特別な場で行う指導形態のこと
をいう。 

（２）「通級による指導」は、特別支援学校学習指導要領に示されている「自立活
動※」に相当する、障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服す
ることを目的とするとされており、単なる各教科の遅れを補充するための指導
とは異なる。 

（３）「通級による指導」の対象となる障害種は、言語障害、自閉症、情緒障害、
弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱で
ある。 

（４）「通級による指導」の実施形態には、自校通級（生徒が在籍する学校におい
て指導を受ける）、他校通級（他の学校に通級し、指導を受ける）及び巡回指
導（通級による指導の担当教師が該当する生徒のいる学校に赴き指導を行う）
がある。 

（５）「通級による指導」は、（特別の指導を）「教育課程に加え、又はその一部
に替える」ものであり、教育課程の特例となることから、教育課程の編成を行
う各学校の校長が、対象となる児童生徒の実態把握等を適切に行った上で、判
断することになる。 

 
※自立活動とは 

個々の生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善
・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発
達の基礎を養うことを目標に行われる活動をいう。健康の保持、心理的な安定、人
間関係の形成、環境の把握、身体の動き、コミュニケーションの６区分２７項目の
中から、個々の生徒に必要とされる項目を選定し、それらを相互に関連付けて具体
的に指導内容を設定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【お知らせ】 

文部科学省では、令和２年３月に「初めて通級による指導を担当する教師のため
のガイド」を作成しました。専門用語を避け、平易で簡潔な説明としたり、適宜既
存の参考資料等にリンクを貼ることでガイドの分量をコンパクトにしたりするな
ど、初めて通級による指導を担当する方にとって、分かりやすいものとなるよう作
成しています。 
 

次のＵＲＬから御覧になれますので、是非御活用ください。 
 https://www.mext.go.jp/tsukyu-guide/index.html 
 
（ガイドの内容） 
第１章 通級指導を担当するに当たって 
第２章 通級指導の１年間の流れ 
第３章 実践例 
第４章 知っておきたい基本事項・用語 

 



別  紙

学 校 名

担当者の職・氏名

電 話 番 号

メール ア ド レ ス

課 程

学校が所在する
都 道 府 県 名

学校の設置種別

人

人

（１）本人や保護者が希望しなかったため 人

（２）指導体制が取れなかったため 人

（３）その他（上記（１）及び（２）以外） 人

⇒「（３）その他」の状況を簡潔に記載してください。

高等学校及び中等教育学校における「通級による指導」実施状況調査

※　本設問で、前の設問と同じ生徒の数を入力した（令和元年度、「通級による指導」が必要と判断した全ての生徒に対して、実際
に「通級による指導」を行った）場合は、ここで調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

調　　査　　票

※　本設問で、前の設問より少ない生徒の数を入力した（令和元年度、「通級による指導」が必要と判断した一部の生徒に対して、
実際に「通級による指導」を行わなかった）場合は、次の設問へ進んでください。

３．上記１で回答した生徒のうち、実際に「通級による指導」を行わなかった生徒
の数をその主な理由別に教えてください。

（問）令和元年度（１年間）における「通級による指導」の実施状況を回答すること。

１．令和元年度、高等学校及び中等教育学校（後期課程）において「通級による
指導」が必要と判断した生徒の数を教えてください。
⇒　令和元年度、「通級による指導」が必要と判断した生徒がいなかった場合は、数字の零（0）
を入力してください。

※　本設問で、数字の零（0）を入力した（令和元年度、「通級による指導」が必要と判断した生徒がいなかった）場合は、ここで調査
は終了です。ご協力ありがとうございました。

※　本設問で、数字の零（0）以外を入力した（令和元年度、「通級による指導」が必要と判断した生徒がいた）場合は、次の設問へ
進んでください。

２．上記１で回答した生徒のうち、実際に「通級による指導」を行った生徒の数を
教えてください。


